
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  平成 22 年確定申告の注意点 

Ｑ：平成22年の確定申告が始まりましたが、

どのような点に注意したらいいですか？ 

 

Ａ：次のような点に注意してください。 

【解説】 

平成22年の確定申告で、税制改正があったこ

とにより注意すべき点は、次のようなところで

す。 

  ①寄附金控除の改正 

   国や地方公共団体等に対して寄附金(特定

寄附金)を支出した場合には、次の金額が寄附

金控除の額となります。 

   その年に支出した特定寄附金の額の合計額

(総所得金額の40%相当額が限度)－２千円 

   ②政治活動に関する寄附金の所得税額控除 

政治活動に関する寄附をした場合の所得税

額控除の金額が、次の算式で計算した金額にな

ります。 

｛その年中に支出した政党等への寄附金の

合計額(特定寄附金と合わせて総所得金額の

40%を限度)－２千円｝×30% 

   ③平成13年９月30日以前に取得した上場株式

等の取得費の特例の廃止 

    株式の譲渡所得の計算で認められていた取

得費の特例(平成13年10月１日の株価×80%相

当額を取得費とみなす)が使えなくなりまし

た。 

   ④特定の居住用財産の買換え、交換特例 

   譲渡資産の対価の額が２億円以下が適用対

象となりました。 
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